
ひ
と
り
歩
き
高
齢
者
等
見
守
り
支
援
事
業

　
移
住
の
促
進
と
空
き
家
の
積
極
利

用
を
図
る
た
め
、
市
外
か
ら
転
入
し

定
住
し
よ
う
と
す
る
人
が
、
市
内
の

空
き
家
を
取
得
し
た
時
の
費
用
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

【
対
象
者
】

○
空
き
家
を
取
得
し
た
市
外
か
ら
の

転
入
者
で
、
転
入
日
か
ら
過
去
３

年
以
内
に
伊
賀
市
に
住
民
登
録
が

な
い
人
（
当
該
補
助
金
を
申
請
し

よ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の

４
月
１
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
以

内
に
転
入
し
た
人
）

○
取
得
し
た
空
き
家
に
５
年
以
上
定

住
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
人

○
住
宅
の
所
有
権
が
２
分
の
１
以
上

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
人

※
こ
の
他
に
も
補
助
を
受
け
る
た
め

の
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

【
補
助
金
額
】

○
空
き
家
購
入
代
金
（
建
物
部
分
）

の
２
分
の
１
以
内

※
上
限
30
万
円
、
１
，０
０
０
円
未

満
切
り
捨
て

○
18
歳
未
満
の
２
親
等
以
内
の
親
族

と
同
居
す
る
場
合
と
、
伊
賀
流
空

き
家
バ
ン
ク
制
度
＊
を
利
用
す
る

場
合
は
、そ
れ
ぞ
れ
５
万
円
加
算
。

＊
伊
賀
流
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
は
空

き
家
対
策
室
（
☎
 22・
９
６
７
６
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
請
方
法
】

　
空
き
家
を
取
得
後
、
１
年
以
内
に

申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
提

出
。
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
要
件
確
認
や
必
要
書
類
な
ど
の
説

明
を
行
い
ま
す
の
で
、
必
ず
申
請

前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
申
請
期
間
】

　
６
月
１
日
㈬
〜

令
和
５
年
２
月
28
日
㈫

※
予
算
の
範
囲
内
で
の
補
助
と
な
り

ま
す
。

※
市
の
そ
の
他
の
補
助
金
と
併
せ
て

申
請
で
き
ま
す
。

移
住
促
進
空
き
家
取
得
費
補
助
金
制
度

　
高
齢
化
に
伴
い
、
認
知
症
の
人
の

数
は
年
々
増
加
し
、
行
方
が
分
か

ら
な
く
な
る
認
知
症
高
齢
者
も
い

ま
す
。
行
方
不
明
に
な
っ
た
場
合
、

発
見
に
時
間
が
か
か
る
と
命
に
関
わ

る
た
め
、
で
き
る
だ
け
早
く
発
見
・

保
護
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
市
で
は
、
認
知
症
の
症
状
が
あ
っ

て
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て

生
活
で
き
る
よ
う
支
援
を
行
っ
て
い

ま
す
。

【
対
象
者
】　
市
内
在
住
の
お
お
む
ね

65
歳
以
上
で
、
認
知
症
に
よ
り
行
方

不
明
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
、
在
宅
で

生
活
し
て
い
る
人
の
家
族
な
ど
。

◆
見
守
り
安
心
シ
ー
ル
交
付
事
業

　
外
出
中
に
行
方
不
明
に
な
る
恐
れ

の
あ
る
高
齢
者
の
情
報
を
事
前
に
登

録
し
ま
す
。
登
録
後
、
市
か
ら
交
付

す
る
「
見
守
り
安
心
シ
ー
ル
」
を
高

齢
者
の
衣
類
や
か
ば
ん
、
靴
な
ど
に

貼
り
付
け
ま
す
。
高
齢
者
を
発
見
し

た
人
が
、
そ
の
シ
ー
ル
の
二
次
元

コ
ー
ド
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で

読
み
取
り
、
市
や

警
察
に
連
絡
す
る

こ
と
で
高
齢
者
の

家
族
な
ど
に
連
絡

を
と
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

 

◆
位
置
情
報
サ
ー
ビ
ス
導
入

　
初
期
費
用
・
利
用
料
助
成
事
業

　
Ｇ
Ｐ
Ｓ
端
末
を
使
っ
て
、
行
方
不

明
に
な
る
恐
れ
の
あ
る
人
の
現
在
地

情
報
を
検
索
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で

す
。
Ｇ
Ｐ
Ｓ
端
末
は
、
か
ば
ん
に
入

れ
て
お
い
た
り
、
靴
に
入
れ
込
ん
だ

り
、
お
守
り
と
し
て
首
か
ら
下
げ
た

り
し
て
使
用
で
き
ま
す
。
機
器
は
２

種
類
か
ら
選
択
で
き
ま
す
。

【
月
額
利
用
料
】　
６
３
８
円

【申込先・問い合わせ】　介護高齢福祉課　☎ 22-9634　℻  26-3950 　 kaigo@city.iga.lg.jp

【申込先・問い合わせ】　地域創生課　☎ 22-9680　℻  22-9672 　 chisou@city.iga.lg.jp

＊ GPS 端末利用者が他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の
損害賠償責任を負った場合に備える保険

個人賠償責任保険付GPS GPS 端末のみ
サイズ・
重　量

幅3.85cm×高さ4.75cm×厚さ
1.1cm　約25.5ｇ

幅3.8cm×高さ5.7cm×厚さ
1.5cm　約34ｇ

探索方法

①365日24時間体制のコールセ
ンターへ電話による探索依頼

②インターネット環境（パソコン・
スマートフォン）での探索

スマートフォンアプリでの探索

個人賠償
責任保険＊

保険金額３億円（上限）
（免責金額０円） 付帯なし

みほん

トピックス

大
人
に
な
る
と
で
き
る
こ
と
、
気
を
つ
け
る
こ
と

　
伊
賀
市
情
報
公
開
条
例
及
び
伊
賀

市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
規
定
に
よ

り
、
令
和
３
年
度
の
制
度
の
運
用
状

況
を
公
表
し
ま
す
。

◆
情
報
公
開
制
度

　

市
が
保
有
す
る
情
報
（
公
文
書
）

を
市
民
の
皆
さ
ん
の
請
求
に
よ
り
公

開
す
る
制
度
で
す
。
こ
の
制
度
は
市

民
の
知
る
権
利
を
尊
重
す
る
と
と
も

に
、
市
民
の
市
政
参
画
を
進
め
、
市

政
に
対
す
る
理
解
と
信
頼
を
さ
ら
に

深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

◆
個
人
情
報
保
護
制
度

　
市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
に
つ
い

て
具
体
的
な
管
理
ル
ー
ル
を
定
め
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、

本
人
か
ら
の
請
求
に
よ
り
自
己
に
関

す
る
情
報
の
開
示
や
訂
正
な
ど
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

◆
審
査
請
求

　
情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報
保
護

制
度
で
は
、
市
の
決
定
に
対
し
て
不

服
が
あ
る
と
き
は
、
審
査
請
求
が
で

き
ま
す
。
審
査
請
求
が
あ
っ
た
場
合

は
、
識
見
を
有
す
る
人
な
ど
で
構
成

す
る
「
伊
賀
市
情
報
公
開
・
個
人
情

報
保
護
審
査
会
」
で
、
公
正
か
つ
客

観
的
に
審
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
審
査
請
求
の
状
況　
３
件

情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報
保
護
制
度
運
用
状
況

◆
５
月
は
消
費
者
月
間
で
す

　
４
月
１
日
か
ら
、
成
年
年
齢
が
20

歳
か
ら
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
４
月
１
日
時

点
で
18
歳
、
19
歳
の
人
は
、
そ
の
日

に
成
人
と
な
り
ま
し
た
。

　
成
年
に
達
す
る
と
、
親
の
同
意
を

得
な
く
て
も
、
自
分
の
意
思
で
さ
ま

ざ
ま
な
契
約
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
契
約
を
結
ぶ
か
ど
う
か
を
決

め
る
の
が
自
分
な
ら
、
そ
の
契
約
に

対
し
て
責
任
を
負
う
の
も
自
分
自
身

で
す
。
契
約
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー

ル
が
あ
り
、
そ
う
し
た
知
識
が
な
い

ま
ま
簡
単
に
契
約
を
交
わ
す
と
、
ト

ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　

契
約
に
関
す
る
知
識
を
学
び
、

ル
ー
ル
を
知
っ
た
上
で
、
そ
の
契
約

が
必
要
か
ど
う
か
よ
く
検
討
す
る
力

を
身
に
つ
け
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
のト

ラ
ブ
ル

　
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
注
文
し
た

商
品
が
届
か
な
い
」「
お
試
し
と
思
っ

た
ら
定
期
購
入
だ
っ
た
」
な
ど
の
ト

ラ
ブ
ル
や
、
悪
質
な
ニ
セ
の
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
サ
イ
ト
に
よ
り
、
個
人
情
報

を
抜
き
取
ら
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も

発
生
し
て
い
ま
す
。

【
対
処
方
法
】

　
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
サ
イ
ト
を
利
用
す

る
前
に
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
や
規
約
な
ど
を
十

分
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
も
し
被
害
に

あ
っ
た
場
合
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
、

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
１
８
８
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

【問い合わせ】　消費生活相談専用ダイヤル（住民課内）　☎ 22-9626　℻  22-9641　 juumin@city.iga.lg.jp

【問い合わせ】　総務課　☎ 22-9601　℻  22-9672　 soumu@city.iga.lg.jp

◆
還
付
金
詐
欺
の
電
話
に
注
意

　
公
的
機
関
を
か
た
っ
た
電
話
が
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市

役
所
な
ど
の
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら
、
税
金
や
医
療
費
の
還
付
手
続
き
な
ど

を
口
実
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
求
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

【
対
処
方
法
】

　
公
的
機
関
が
還
付
の
手
続
き
で
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
ら
電
話
を
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の

後
、
市
役
所
な
ど
に
確
認
の
電
話
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■情報公開の実施状況

※上記以外の実施機関への情報公開請求はありませんでした。
■個人情報開示の実施状況

※上記以外の実施機関への個人情報開示請求はありませんでした。

実施機関 請求
件数

決定などの内容
公開 部分

公開 非公開 不存在 存否応
答拒否

取り
下げ

市　長 304 159 113 3 29
議　会 1 1
教育委員会 23 15 4 　 4 　 　
選挙管理委員会 2 2 　 　 　 　
監査委員 1 1
公営企業管理者 27 25 2 　 　
消防長 3 2 1 　
計 361 205 120 3 33

実施機関 請求
件数

決定などの内容
開示 部分

公開 非開示 不存在 存否応
答拒否

取り
下げ

市　長 38 25 11 2
教育委員会 4 1 1 　2 　
農業委員会 1 1
計 43 26 13 4

2022.517 2022.5 16


